
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する

法律の一部を改正する法律案の概要

１ 改正の趣旨

国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共

団体に交付するものの現行の基準について、最近における公務

員給与の改定、諸物価の変動及び地方公共団体における選挙執

行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費等について所要

の改正を行うものである。

２ 改正の内容

(1) 最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙

執行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の

基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費等を実情に

即するよう見直し、これらの基準額を改定すること。

(2) 最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポス

ター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等

を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定すること。

(3) 施行は公布の日からとすること。
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